
 

 

 

消費者利益の擁護・増進のために長年貢献された方が 

消費者庁長官からベスト消費者サポーター章を受章されました 

～中国地方では唯一の受章～ 

＜伝達式：令和８年５月 26 日（火）10：30～県庁南館３階環境県民局長室＞ 

 

　この度、本県在住の田中美惠子氏が、消費者庁の「消費者支援功労者表彰」にお

いて、全国で 19 名・団体、中国地方では唯一となる「ベスト消費者サポーター章」

を受章されました。 

田中氏は 21 年間にわたり消費者被害の防止と救済に尽力されてきました。 

　ついては、次のとおり伝達式を行いますので、是非取材いただきますようお願い

します。 

 

１　伝達式 

（１）日　時　令和８年５月 26 日（火）10：30～11：00（30 分間） 

（２）場　所　県庁南館３階　環境県民局長室 

（広島市中区基町 10－52） 

（３）伝達者　環境県民局長 

 

２　受章者 

　　田中 美惠子(たなか　みえこ) 氏（広島市在住） 

（元広島県消費生活センター消費生活相談員、元公益社団法人日本消費生活ア

ドバイザー・コンサルタント・相談員協会中国支部支部長） 
 
【受章理由】 

・　消費生活相談員等として従事し、延べ 21 年にわたり消費者被害の防止と救済

に尽力。市町を訪問しての巡回相談にも取り組み、市町の窓口体制の強化支援に

大きく貢献。 

・　広島県消費者啓発講座の講師等に登録し、県内各地の高校・大学及び地域団体

の講座の講師を務めるなど、豊富な知識と経験を活かし、地域における消費者教

育に尽力。 

 

３　消費者支援功労者表彰の概要 

（１）目的 

消費者支援活動に功績のあった個人又は団体・グループに対して、その功績

をたたえ顕彰し、もって消費者利益の擁護及び増進を図ることを目的とする。 

（２）表彰状況 

 

＜参考＞消費者庁 HP（令和８年度消費者支援功労者表彰について） 
 
https://www.caa.go.jp/notice/entry/045982/ 

 区分 功績内容 全国 広島県

 
内閣総理大臣表彰

極めて顕著な功績があっ

たと認められる者

５件  個人４件 

団体１件
該当なし

 
内閣府特命担当大臣表彰

特に顕著な功績があった

と認められる者

11 件  個人 10 件 

団体１件
該当なし

 
ベスト消費者サポーター章

顕著な功績があったと認

められる者

19 件  個人 18 件 

団体１件
本件
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～消費生活相談員とは～ 

○　地方公共団体の消費生活センター及び消費生活相談窓口において消費生活相

談やあっせんに対応する専門職です。 

○　商品やサービスなど消費生活全般に関する消費者からの苦情や問い合わせ等

の相談を受け付け、中立・公正な立場で相談の解決に努めています。 

 

＜お近くの消費生活センター等への連絡方法＞ 

・　消費者ホットライン「１８８（いやや）」（局番なし、全国共通） 

　　※　最寄りの行政の相談窓口につながります。 

 

 

 

（参考） 

田中氏の所属する公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相

談員協会中国支部（NACS 中国支部）では、「巧妙化する特殊詐欺（ＳＮＳ型詐欺を

含む）を未然に防ごう！」をテーマに、次のとおり講演会が開催されます。 

 

１　日時 

　　令和８年６月７日（日）14 時 30 分から 16 時まで 

２　場所 

　　広島グリーンアリーナ中会議室（小アリーナ地下１階） 

　　（広島市中区基町４－１） 

３　講演会ＨＰ（リンク先 NACS 中国支部） 

　　https://nacs.or.jp/chugoku/course-event/437/ 






